
中国は日本と全く違って、非常に画一的な登録要件の文言を置いていま
す。次のような内容です。ひとつは、県クラス以上の行政区画の地理的名
称、これは商標の登録を認めないという規定です。問題は、「または公衆に
知られた外国の地理的名称は商標としてはならない」と規定されているとこ
ろです。

外国の有名な地理的名称というふうに、結果としては中国の公衆が、その
出願の時知っていたかどうかを立証するということが、商標権を中国で取得
されてしまった地理的名称については必要となります。これが、日本にとっ
ては非常に不利で、中国中心の登録要件を規定している内容となってい
ます。

また、日本と違って指定商品との関連は見ません。日本のように「のみ」と
いう規定はなく、適用は画一的だということです。

また、権利の効力が及ばない範囲についての規定も、形の上では、中国
は置いています。ところが、地名として自由に使える範囲は極めて限定的と
いうふうに、この文言から考えられます。厳格に適用されてしまうと、中国の
人が地名と認識しなければ、商標の登録をどんどんとられてしまう、それか
ら地名について商標権をとられてしまって、日本の本家本元が地名として
使うといった場合には、地名として使うということで使えるのではなくて、正
当な利用であるということを具体的に立証しないと使えないということになっ
ています。



中国の公衆が、外国の有名な地名だと認識するものは、「東京」、「北海
道」、「神戸」、「長野」、「札幌」、「名古屋」といったものです。中国の商標
審査官によって考え方が分かれるのは、「広島」、「奈良」です。以下、公衆
には知られていないので、一方的に中国企業に商標権が取得されてしまう
日本の地名が、「宮城」、「鹿児島」、「熊本」、「佐賀」、「千葉」、「神奈川」、
「仙台」、「岩手」といったものです。



図形と「東京」「TOKYO」が結合しているもの、これは19類、プラスチック製
の建築専用材料などの区分については、やはり外国とはいえ中国でも地
名と認識するからだめですという判断です。

「神戸」が29類、食肉の区分、「神戸屋」も29類の区分で、商標登録はだめ
ですといわれており、ここは納得できるところです。



「神戸」については、9類、産業機械の区分の例ですが、これについても外
国の地名と中国のかたに認識されることからだめです。それから「長野」、
その下の牛が走っているような図形に「長野」と書かれているものも、日本
の地名だと認識されて、登録が認められていません。



「名古屋」についても、43類、レストラン業などのサービスを含む区分、3類、
洗剤とか化粧品の区分、2類、塗料の区分などで、登録を認められていな
いという状況です。



図形と「広島」が結合されたもの、これは25類の衣類などが含まれる区分で
すが、これについては拒絶になっており納得できるかと思います。

「奈良漬」についても、29類の食肉について拒絶になっています。



「宮城」については、30類で、お茶、菓子、米について、既に申請されてい
ます。すると、宮城米というものを中国に売りに行く場合には、この申請が
商標登録されてしまいますと、これは商標権の侵害で「宮城」という表記の
削除が求められてしまう事態が想定されます。「宮城」は31類、魚・果実・野
菜の区分でも官報に掲載されてしまっています。「鹿児島」は35類、広告宣
伝というサービスの区分ですが、これについて公報に掲載され、現在係争
中という状況です。



「熊本」は、33類のお酒について中国企業に登録されてしまっています。

「佐賀」は12類、乗り物の区分で登録されてしまっています。

「佐賀」は、31類、果物、野菜の区分で登録されています。



「佐賀」とか「千葉」というのも各々の食品区分について中国企業によって
登録されています 。



「神奈川」は11類、電気機械器具の区分で、「仙台」「岩手」については29
類の食肉の区分について、既に中国において、中国企業が権利取得して
しまっているという状況です。



日本の事業団のかたが、積極的に中国で申請し権利固めされているのが、
「岐阜」「会津」です。「岐阜」は、25類、衣服・履物の関係で権利取得して
いますし、「会津」についてもお酒のたぐいで権利取得されているという状
況です。したがって、結論から言えば、中国では地名であったら画一的に
登録を認めませんということではなく、中国の公衆が、外国の有名な地名
であると認識して初めて、地名であるという判断をされ、商標登録から外す
という判断になるわけですから、中国企業が商標権を取得してしまっている
と、無効審判などで、そういう条件を果たして、どういう形で立証し、明確に
することができるのかというのが、大きな問題になってきます。



団体商標として、「琉球泡盛」というのが、積極的に権利化を図っている具
体的な事例をご覧いただきます。



台湾では、2008年8月16日に沖縄県酒造組合連合会の名義で出願し、登
録されています。多区分指定を利用して、5類の薬剤、32類のビールや飲
料、33類の日本酒、洋酒、果実酒、そして43類のサービスである飲食物の
提供について権利取得されています。



中国では、「琉球泡盛」と書かれた右のほうにあるように、33類、お酒の区
分で出願されています。



香港でも33というお酒の類で、「琉球泡盛」が団体商標という形で申請され
ています。



団体商標は、例えば、農業協同組合であれば、そういう組合名で権利を取
得します。組合に所属する構成員に、その商標を使わせる形で、取得する
母体と使う人が違うといったものが、団体商標です。したがって、権利の所
有者と使う人が違うわけですから、どういうルールで団体に入れるのか、あ
るいはどういうルールで商標を使えるかを明確にするのが、やや難しいとい
うような制度になります。日本の場合には、中国で地名に関する権利取得
というのは、積極的に団体商標も検討しながら取得していくことが必要とな
ります。


